
第 6 号様式（第11 条関係） 

 

地域貢献活動実施状況報告書（令和6年度分） 

 

令和 7 年 4 月 9 日 

 

 （宛先）名古屋市長 

 

報告者 住  所 広島市中区紙屋町二丁目 1 番 18 号 

氏  名 株式会社エディオン 

     代表取締役 久保 允誉 

（法人の場合は、所在地、名称及び代表者氏名） 

 

名古屋市商業者等による地域貢献活動の推進に関する条例第13 条第 1 項の規定 

により、次のとおり報告します。 

大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 エディオン高針原店 

大規模小売店舗の所在地 名古屋市名東区高針原二丁目 1601 番 ほか 13 筆 

地 域 貢 献 活 動 の 実 施 に 

関 す る 基 本 的 な 方 針 

株式会社エディオンは、「お客様の豊かな暮らしを永

続的に支える企業」として環境に配慮した商品・サ

ービスの提供を積極的に推進するとともに、地域貢

献をはじめとして企業の社会的責任を果たすべく事

業活動に取り組むことにより経営理念である「効用

の提供と完全販売によるお客様第一主義の実現」を

目指しています。 

計 画 の 期 間 令和 3 年 10 月 22 日から令和 8 年 3 月 31 日まで 

連 絡 先 

担 当 部 署 株式会社エディオン 店舗建設部 

電 話 番 号 （06）6202－6040 

  



 

地

域

貢

献

活

動

の

実

施

状

況 

分野 項目 細目 活動内容 実施時期 

１ 

地
域
づ
く
り 

１ 

地域づくり

の取組みへ

の協力 

①町を美しく

する運動へ

の協力 

・駐車場内及び店舗周辺の 

清掃活動の実施 

開店時より 

②商店街振興

組合、商工会

議所への加

入 

・名古屋商工会議所へ加入 

・名古屋市商店街振興組合連

合会へ加入 

加入済 

開店時より 

加入済 

③地域の祭り

や行事、文化

活動への協

力 

・町内会より要請があれば 

参加の予定 

随時 

２ 
防
犯 

２ 

防犯、青少

年非行防止

対策の推進 

①店舗内、敷地

内における

防犯対策の

実施 

・店舗内外に防犯カメラの設    

 置 

・従業員による定期的な巡回

の実施 

・見通しを確保した商品陳列 

設置済 

 

開店時より 

②深夜営業や

営業時間外

の防犯対策、

青少年非行

防止対策の

実施 

・営業時間外における駐車場

出入り口の閉鎖 

・青少年非行防止及び防犯 

のための声かけの実施 

開店時より 

 

３ 

防
災 

３ 

地域防災へ

の協力 

①防災安心ま

ちづくり活

動への協力 

・駐車場、店舗棟を災害時の

一時避難場所として提供 

・市及び地元と協議の上、災

害時生活必需品の提供等、

積極的な支援の実施 

開店時より 

  



 

４ 

自
然
環
境 

４ 

環境対策の

推進 

①容器包装の

削減 

・簡易包装の実施 開店時より 

②3R の推進 ・廃棄物の分別保管、分別 

回収の徹底 

・グリーン購入の実施 

・省エネ型商品普及の推進 

・「家電リサイクル法」に基づ

く適正なリサイクル処理

の実施 

開店時より 

③省エネルギ

ー対策等の

実施 

・過剰な照明の削減とＬＥ 

Ｄ照明器具の採用 

・看板照明及び駐車場照明の

点灯・消灯時間について季

節による調整の実施 

・空調機の温度設定の細か 

な調整の実施 

開店時より 

採用済 

随時 

 

 

 

④ヒートアイ

ランド、地球

温暖化対策

の実施 

・駐車場内においてアイドリ

ングストップの呼びかけ

の実施(看板の設置) 

開店時より 

設置済 

５ 

健
康
・
福
祉
・
子
育
て 

５ 

子ども、高

齢者、障害

者への配慮 

①子ども、高齢

者、障がい者

への配慮に

関する取り

組み 

・高齢者、障がい者等に優し

い誰もが利用しやすい店

舗づくりへの配慮 

・授乳室、多目的トイレの設 

 置 

・店舗入口付近に多目的駐車

場（障がい者等）の設置 

開店時より 

 

 

設置済 

６ 

雇
用
・
労
働 

６ 

地域雇用確

保への協力 

①地域からの

雇用の促進 

・従業員（パートタイマー、 

アルバイト）の地域からの

優先的な採用の実施 

随時 



７ 

撤
退
等 

７ 

核テナント

撤退や店舗

閉鎖時の対

策 

①早期の情報

開示、提供 

・撤退を決定した場合は、そ

の後の対応策に関する早

期の情報開示の実施 

決定後、 

速やかに 

②後継店の確  

 保 

・後継店の確保の実施 決定後、 

速やかに 

 


